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報告者

山脇　正永　（京都府立医科大学 総合医療・医学教育学 教授）
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コーディネーター

村田　利裕　（京都教育大学 教育学部 教授）

大学教育と言えば、「座学」のイメージが強いのではないだろうか？学生は、先生の話しを聞くだ

けの“講義 、形式であり、受け身で聞いてペーパー試験で合否を判定するというのが教育の基

調なのである。

知識が十分あるはずの学生なのに、医学部では、苦しむ患者に向き合うことが出来なかったり、

教育学部では、子どもや保護者の思いを受け止めることが困難であったり、また英語力のように

長年学んできているのに一向に実力が発揮できなかったりなど、複雑多岐な「実践場面」に有

効に対処する資質・能力が育てきれていない実情が存在している。

これに対して今日、大学教育も連携・協働の指導体制を組んで、「実験」・「実習」・「討議をする

演習」・「個人対応の教育システムの導入」などや、抜本改革としてモデルコア・カリキュラムを開

発するなど、教育力の強化に着手している。この分科会では、「実践力」の育成を目指した、さ

まざまな学部や組織の工夫しておられる実情と直面する課題を明らかにし、大学教育の可能性を

さぐっていく。
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＜第12分科会＞

高等教育で本当に「実践力」は身につくのか？

参　加　人　数　　　

報　　告　　者

第 1 報 告 者

第 2 報 告 者

第 3 報 告 者

第 4 報 告 者 　

コーディネーター

35 名

山脇　正永　（京都府立医科大学 総合医療・医学教育学 教授）

上原菜穂子　（京都市教育委員会 京都市総合教育センター 教員養成支援室 指導主事）

松宮　孝明　（立命館大学法科大学院 法務研究科 研究科長）

青谷　正妥　（京都大学 国際交流推進機構 国際交流センター 准教授）

村田　利裕　（京都教育大学 教育学部 教授）

Ⅰ 第１２分科会で取り上げた問題

　大学教育と言えば、現在でも「座学」のイメー

ジが強いのではないだろうか？それは、先生の話

しを聞くだけの っ 講義 、 形式である。黒板の前で

巧みに弁舌をふるう大学教員の講話を聞いたとして

も、主たる学びの軸は学生にはなく、「講義」を「受

け身」で聞いてペーパー試験で合否を判定すると

いう関係が教育の基調なのである。そこには、高

度な知識的内容を与えるのが高等教育の使命であ

り、存在価値であるという確信が底流に流れてい

る。そして知識は、本人の中で自然と総合化され

て活用されるという予定調和的立場が前提となっ

ているのである。

　ところが、知識が十分あるはずの学生なのに、

医学部では、苦しむ患者に向き合うことが出来な

かったり、教育学部では、子どもや保護者の思い

を受け止めることに困難があったりなど、総合的な

専門職性が身につけられていない実態がある。大

学教育も近年「実践力」の育成を目指して、「実験」・

「実習」・「討議をする演習の導入」など、授業レ

ベルの内容と方法の工夫を進めてきている。６99６ 

年の「大学設置基準の大綱化」がスタートライン

となり、大学が、社会の期待やニーズを受け止め、

弾力的かつ柔軟に教育課程を編成することができ

るようになったことが法制度上のターニングポイン

トになってきたことは言うまでもないことであろう。

　大がかりな改革としては、高等教育全体に及ぶ

モデル・コア・カリキュラムの検討など抜本的なカ

リキュラム改革に着手する事例もある。ところが一

方、新たな実験・実習などの授業内容の創設には、

これまでにないコンセプトや革新的な実施方法が

必要とされており、各種のマンパワーが必要なだ

けでなく、連携や協同の教育体制が組まれる必要

もでてきている。この分科会では、さまざまな大

学や教育機関で工夫しておられる実情と課題を明

らかにし、大学教育の可能性をさぐっていく。

Ⅱ この分科会の目的

　「高等教育で本当に「実践力」は身につくのか？」

とテーマをかかげている。このフォーラムの目的は、

大学や教育機関で「実践力」育成しようとしてお

られる４種類の専門領域での育成方策についてそ

の取り組みをご紹介いただき、当該分野のアプロー

チの特色と抱える課題と展望を明らかにすること

である。高等教育で「実践力」を真に育成するた

めの共通する点や、異なる分野での取り組みを参

考にして、ややもすると硬直しがちな大学の取り組

みに新たな視点を見いだす一助としていきたいと考

えている。

Ⅲ フォーラムの実施方法

（１） 実施日および実施場所

　FD フォーラム第１２分科会は、２０１３

年２月２４日（日）に実施した。実施場所は、

立命館大学衣笠キャンパス・敬学館（２階）

２６３教室であった。一つの分野につき質疑を

入れて６０分で実施した。タイムスケジュール

は、次の表１の通りである。

表１ 実施時間ごとの実施分野と報告者

時間 分野 氏名

１０：００
１１：００
１２：００
１３：３０
１４：３０
１５：３０

医学教育学
外国語教育
昼休み
法学
教育教育
終了

山脇正永
青谷正妥

松宮孝明
上原菜穂子
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（２） 報告者について

　第１の報告者は医学教育の分野で、京都府立医

科大学・総合医療・医学教育学の山脇正永氏で

あった。第２の報告者は外国語教育の分野で、京

都大学・国際交流推進機構・国際交流センターの

青谷正妥氏であった。第３の報告者は法学の分野

で、立命館大学法科大学院・法務研究科・研究

科長の松宮孝明氏であった。第４の報告者は教師

教育の報告者で、京都市教育委員会・京都市総

合教育センター・教員養成支援室・指導主事の上

原菜穂子氏であった。コーディネーターは、京都

教育大学教科教育学の村田利裕が担当した。

（３） 当分科会の参加者数

　参加者数は、４０人であった。参加者の質疑に

応えるために４０人を上限としている。第４分科会

～第１３分科会に共通する実施方法である。

（４） 報告者への依頼事項

　報告者には、コーディネターから、依頼段階で

次の３点をお願いしている。

① これまでの取り組みを具体的に、他の専門

でも理解できるように基本的なところから

お話しいただきたい。

② もとめられる実践像、育てたい専門職性な

ど、お考えを教えていただきたい。

③ 「課題となるところ」など、現代の大学生・

大学院生等の課題を示していただきたい。

Ⅳ 各報告者の概要

１． 医学教育学の「実践力」

　第１の報告者、医学教育学の山脇正永氏は、

医学教育のゴールが、「良い医師、医学者」を

育成することで、どのような能力を持つべきか

常に問われながら改革が進んできている点が報

告された。６年制の教育課程、２年間の臨床研

修、医師国家試験のあり方などが提示された。

様々な点で参考になったが、ここではその中で

も、３点に注目してみたい。

（１）医者は、患者さんの病（問題点）を発見

して対応する人である。

　６年間（卒前教育）を通して考えるきっかけ

を与えることが重要である。医療の現場で医者

は、いろいろな場面に遭遇する。山脇氏は、その

時に患者さんの問題点を発見して解決するのが医

者の専門職性であると指摘する。学生は受験戦争

を勝ち抜いてきたのであるがこうした大学教育以

前の教育は、「問題が、どこからか与えられるもの」

であったり、「問題がどこかから与えられ、正解が

必ずある」というのが一般的で、「目的は、正解を

得ること」である。

　ところが一方、医療の現場は、自分で問題を発

見する必要があるのである。もしかすると正解が

ないかもしれないのである。目標は、最適解を得

ることなのである。診察手順をみると、「問診票」

「診察」「検査」「結論を得る」「薬を出す」のサイ

クルがある。医者には、問題点を発見し、いかに

解決するかという行為が一生ついて回るのである。

つまり、「（患者さんの）問題点を発見し、解決す

る」プロセスを踏むということが大切であるという

ことを学生にメッセージとしておくっていると述べて

おられる。そしてこのことが、医学の実践力の形

であると提言された。

　コーディネータは、同じ知識を持っている場合

でも、発見に努めようとする医者と、ただ傍観者

のようにしている医者では、かなり成果に開きがあ

るのではないかと推察した。実のところ、他の専

門分野でも、複雑な現象に向き合い的確な問題

発見の行動をとれるかどうかは、極めて重要なこ

とのように考えられる。例えば、教育学部では、「教

育現場の指導者を、子どもの学びの問題点を発見

する人」と読み替えてみると、一つの姿が見えて

くるように思われる。

　医学部は、６年間の教育で「基礎の医学」を学

び、ほぼ必修である。卒業したとき国家試験を受

ける、通れば医師としての登録が終わる。そして

その後、厚労省から必修化されている２年間の臨

床研修があり、基本的な診療科は全てまわること

になる。つまり８年間が一つの区切りになる教育

である。６年間を卒前教育と呼び、その後の２年

間を初期研修医教育と呼んでいる。９年目からは、

それぞれの専門に進んで、内科や外科といった希
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望する専門のコースに進んでいく。８年間を見る

と、前半の４年間は、ほぼ座学や基礎実験など

を行うが、後半の４年間（５年生から）実践力

を磨く、つまりに診療に参加するという形になっ

ている。「診療が出来る」という能力を実地の「on 

がhe job」で学ぶ方式で育てている。国家試験

が通ると次の２年間は、実際に患者さんを見な

がらトレーニングする。

（２）医学の実践力とは何か？診てもらいたい医

師とはどんなものか？

　診てもらいたい医師とはどんなものか？よい医

師・よい医療者の基盤として、ＫＡＳモデルが世

界的に広く承認されている。つまり医学では、「知

識・態度・技能」とよく言われている（第一は知

識 (knoくledge)、第二は技術 (かkill)、第三は

姿 勢・態度 (aががiがきde) で、頭 文字から「KAS」

という）。医者は、知識や技能だけでなく、患者

さんに共感できる能力や、心理的・社会的バック

グラウンドも把握できる態度も必要と山脇氏は指

摘する。この３本柱が重要なのである。

　コーディネータは、医学だけでなく日本の大学

教育は、おしなべて「K( 知識 )」と「S( 技術 )」

が重視されてきたのではないかと考える。冒頭の

問題における大学観は、「K( 知識 )」のみと捉え

ることができるのかもしれない。

　さらによい医師の基盤のモデルに沿って、カリ

キュラムが作られているそうである。その構築方

法は、必要能力の目標を定め、授業化していく

ストラテージーである。文科省は、平成１３年に

モデル・コア・カリキュラムで卒前教育を改革し

てきており、KAS も含まれている。

　モデル・コア・カリキュラムは、文部科学省が

出している最低ラインの標準なので、各大学の

理念に沿った特色をだすようにしているとのこと

である。一方、卒後教育の厚労省管轄の２年間

の教育と必ずしも一貫した教育となりにくいところ

があるが、８年間で基盤的な能力を涵養しようと

し、あとの専門医教育に備えようとしている。こ

のモデル・コア・カリキュラムで基本的な資質（＝

実践力）が定義されていて、コンピテンシー

（compeがencけ、職務や役割における効果的な

いしは優れた行動に結果的に結びつく「個人特

性」）や、アウトカム（実際に社会にどんな影響

を与えたかを評価する意味の「成果」）とを考え

てもよいかもしれないが、知識的なものだけでな

く、コミュニケーション能力、チーム医療が実践

できる、患者さん中心の視点が持てるなど、態

度的なものも重要だとうたわれている。もちろん

総合的な診断の能力、医学研究等の指向、地

域医療なども必要とされ、山脇も変化する医学

に対応するためには、自己研鑽が重要で、自学

自習のスキルを持ってなければいけないと提言す

る。知識だけでなく患者さんへの対応なども研

鑽する必要がある。

　米国には、医師の基本的な能力とは何かとい

うことでアウトカムを設定して、カリキュラムを立

てるという、アウトカムベースドカリキュラム（エデュ

ケーション）というものがあり、コア・コンピテン

スにも関連するのである。

　このような教育の構 築方 法では、「on がhe 

job」の方式の学びが多くなるが、指導する指導

医がかなり必要となってくる。指導医の FD が必

要である。「教育するために医師になったわけじゃ

ない」との考え等指導側に温度差がある面もあ

り、それに対応する研修もしている。

（３）「実践力」が問われる医学教育の背景

　国家試験の項目が増えたり、２００４年卒後

研修が必修化されるなど、この１０年間で医学

教育が大きく変わってきている。海外でも大きく

動いてきており、ACGME のように、米国の専

門医のプログラムを評価するところもある。ここ

では、医師の基本的な能力という議論をはじめ

ており、カナダの方では評価表が作られるよう

になってきている。ヨーロッパの方では、ボロー

ニャ・プロセス（７５６５ 年までに個々の国を越え

たヨーロッパとしての高等教育圏（EHEA）を形

成するとことを約した声明で、ヨーロッパの大学の

国際競争力を高めるためにヨーロッパ全体で同じ基

準で学位を授与することなどを盛り込んでいる）の

波がきていて、ＥＵで医学教育の統合をしようと
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いう動向もある。

　米国や韓国は、国家試験に実技を導入してい

る。日本の現状はペーパー試験である。医学教

育は、このように「能力の評価」、「アウトカムの

評価」に変わってきているのである。つまり、こ

の分科会のテーマである「実践力」が問われて

きている。「実践力」が評価されるような方向に

きている。それは、大学の認証評価にも関連し

てきている。国際的な医師のライセンスを出す

ための国際的な認証基準を作ろうという動きもあ

り、免許の認証評価（アクレディテーション）面

では、免許の再認定にも関係してきている。基

本は、社会的に教育の質が求められてきており、

社会のニーズが、アウトカムやコンピテンス、実

践力というものに向いてきていると考えられる。

医学教育の体系を示したのはエイブラハムフレッ

クスナー（Abおaham Fleぐneお） であるが、 大

学側で原理的な知識を定義する。つまり教師の

側からカリキュラムを定義する流れである。とこ

ろが、最近はこれとは逆に最終的な「よい医師」

を定義し、そこから項目を作ってくる。パフォー

マンスの評価を大切にしてカリキュラムを作るの

である。この方法が、世界的な潮流となってき

ている。米国の ACGME、イギリスのトゥモロー

ズドクターなどの例があり、今後は、クラークシ

ップを育てようという動きになってきている。

（４） 参加者との質疑

質問 ６：４年生の共用試験とは何か？国家試験

の学生に与えるプレッシャはどうか？臨床的な教

育に力がさけないということになっていないか。

回答 ６：共用試験とは、４年生の修了時に国家

試験に準じる試験を行っている。実技もある。

４年までがほぼ座学であるが、４年以後の「on 

がhe job」に行く仮免許の意味がある。患者さん

に接することを認める試験である。国家試験は、

かなりのプレッシャーになる。ほぼ１年間かけ

て勉強する。３日間缶詰の試験である。

質問 ７：確かに、先生によって教育に関心のあ

る人と無い人がいるが、医療の教育文化を育て

るにはどうすればよいか。

回答 ７：海外を見てきてもらったり、海外から来て

もらって話してもらったりしている。

質問 ８：指導者のモチベーションをあげる方法の

ひとつとして、「簡単な教育技法の習得」とありま

したが、誰を対象に、どのような方法なのかを可

能ならば教えていただきたい。

回答 ８：いくつかの方法がある。ひとつは、マイク

ロティ－ティング法で、教育場面を５分間スキット

にしてビデオにとり皆で見る方法である。もうひと

つの方法は、一分間指導法がある。

２．語学教育の「実践力」

　第２の報告者、青谷正妥氏は、英語教育の理念・

方法論・プレゼンテーションの方法の３つの柱で

お話いただいた。コーディネータは、４点を抽出し

て報告としていきたい。

（１）その人の「学び」を構築することが大切新入

生として入ってきたときに親しみが持てて、内容の

ある指導を考えるべきと青谷氏は考える。つまり「大

学生の学び」を作る講義を考える必要があるので

ある。「中年バージョン」「高年バーション」と生涯

発達的にし視点を変えると、その学びの本質が理

解しやすい。

　「好きでも」「嫌いでも」、人は、必要ならば勉

強をする。「講義」だけではできるようにならない。

学生の努力がなければできるようにならないので

ある。「講義」の中で学び方を説明するので、そ

れでもって走って自らの学びを作る。学生の学び

を作ることが重要である。それには、自分の現状

をしっかり知ることが大切である。自らの出来なさ

を知ることが大切で、これがステップ０である。

　数学と英語の特性を比較すると、数学は、人間

が意識的に構築したものなので、論理的整合性

がある。ある程度才能のある人だと数学は取り組

みやすい。言語は、非線形で自然発生である。言

語は一億倍難しい。受験の数学ができたからといっ

て、英語もできるというわけにいかないのである。

　英語が出来るとはどのような状態を指すのであろ

うか。日本語を話さないことは出来るが、日本語

で考えないことは難しい。英語が出来ると言うこと

は、英語で考えられると言うことである。青谷氏の
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講義は、英語の練習するけれど、英語の運用力の

本質と学習戦略、言語の進化と脳科学などを入れ

て、学生が納得づくで学べるように考えている。学

生さんが自らの学びを構築すること、がんばれるこ

とが大切なのである。

（２） 世界のノンネイティブの英語力は限りなくネイ

ティブに近づいている。－「なまくら学生」と無能

教員－

　２００２年大学教育ランキングでは、先進４７国

で、日本は最下位であった。理由を聞くと、教員

がいい加減で、学生がなまくらであるとのこと。文

科省の調査では、日本の学生の平均学習時間は、

４．６３時間であり、授業を含めてなので自学の

時間はほとんどないことになる。欧米では８時間

ぐらいである。学生の中には、TOEIC や TOEFL 

の試験で高得点をとる人がいる。日本人は、よ

く言われるように勤勉でなく、努力もせず結果も

出せていない傾向にある。英語力では、日本人

は、１９９６年アジアで最下位であった。２００７

年下から２位であった。日本人のスピーキングは、

２００７年に最下位であった。

　ビスマルクは、１８９８年「２０世紀を決める最

大の要素は英語だ。北米人が英語を話すからだ。」

と述べている。世界のノンネイティブの英語力は限

りなくネイティブに近づいている。世界の英語学

習の動向に、日本は乗り遅れている。

（３） 英語は、意識的な学習が必要である。

　聞き取り能力としては、生後７ヶ月以降の赤ちゃ

んは、母語の聞き取りは得意で、外国語は苦手で

ある。文法の吸収学習、つまり本で系統的に学ば

なくても、聞いてわかるようになる限界は５・６歳

であると言われている。英語は、基本的に勉強で、

意識的な学習（努力）が必要である。全体のフレー

ムワークを示し、どういう方向に進んでいかなけれ

ばいけないか教える必要がある。英語は、意識的・

意図的活動である。

（４） １０年１万時間が基本で、スピーキングが大切。

　宣言的知識（口頭で説明できる知識）と手続き

的知識（できるが言葉で説明できない知識）がある。

英語の運用能力は、究極の手続き的知識である。

手続き的知識が流ちょうさと自動性の根幹にある。

日本人の最大の問題は、手続き的知識が弱く、宣

言的知識に頼るところである。言語が使われるべき

使われ方をしていないのである。日本語の新聞を

読んで、意味をとらないことは難しいが、英語はで

きる（読んでも意味をとれないの意）。確実で広範

な宣言的知識が必要で、語彙だけでも６５５５５ 語

必要である。量をこなす、反復練習等も必要である。

タイムプレシャーも大切である。多く・なんでも・早

くである。理解することが止められなくなるようにな

るには、１０年１万時間が基本である。熟練の一

般的な目安でもある。米国の赤ちゃんは、５歳児

までに２万時間弱の英語を聞いていると言われてい

る。４歳児は、まだネイティブスピーカーではない。

６ 日 ８ 時間すると６５ 年で６５５５５ 時間となる。「言

語の内在化」が問題である。英語がしゃべれるか

ら英語で考えられるのであって、英語で考えられる

から英語がしゃべれるのではない。文字の無い言

語も多く、話し言葉があっても書き言葉がない場

合が多い。話し言葉の歴史は、５万年、書き言葉

の歴史は、数千年である。「話す」「聞く」が、言

語が言語たる部分である。書き言葉は、本当に教

えられないと身につかない。一般的に「読み」「書き」

が大切に思われるが、「聞く」「話す」が極めて重

要である。スピーキングを先行させなければ英語学

習は、成立しないのである。母語話者は、小学校

にあがるまでに６7５５５ 時間以上の英語にふれる。

日本人は、中高で ８５５５ 時間の英語にふれるだけ

なので出来ない。努力を続け続けることが大切な

のである。

３ 法学の「「実践力」育成の課題

　第３の報告者、松宮孝明氏は、司法試験と、法

曹界での「実践力」を育成する課題を明らかにされた。

　法科大学院というところが、どういう専門家を育

てるのか？その専門家の養成、つまり「実践力」の

養成にどのように応えているのか。応え切れていな

い現状をご説明することになるかもしれないと前置

きされた。

（１） 法科大学院の任務

平成１５年、文科省の省令第１６号「専門職大学院
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の設置基準」がある。専門職学位課程が書かれ

ていて、「第二条専門職学位課程は、高度の専門

性が求められる職業を担うための深い学識及び卓

越した能力を培うことを目的とする。」とあり、法科

大学院もここにある専門職学位課程の一つである。

その目的は、「第六章法科大学院（法科大学院の課

程）第十八条第二条第一項の専門職学位課程のう

ち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とす

るものを置く・・・」とある。法曹とは、法律の専

門家のことである。数の多いのは弁護士であり、裁

判官・検察官とで法曹３者と呼ばれている。その専

門家を養成するのが法科大学院の任務である。

　さらに設置基準の８条１項に、授業方法を決め

ているところがある。「（授業の方法等）第八条専

門職大学院においては、その目的を達成し得る実

践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、

現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討

論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授

業を行うなど適切に配慮しなければならない。」と

決められている。さらにその教育課程としてこのよ

うな授業を開設しなさいと、平成１５年文科省告示

の第５３号５条（告示の名称：平成 ６5 年文部科学

省告示第 5８ 号（専門職大学院に関し必要な事項

について定める件）というのがある。

　基本科目７法とは、「憲法，行政法，民法，商法，

民事訴訟法，刑法及び刑事訴訟法」を言っていて、

司法試験の必須科目でもある。また、法律実務基

礎科目も置かなければならない。それは、「法曹と

しての技能及び責任その他の法律実務に関する基

礎的な分野の科目」と書かれている。三号に、「基

礎法学・隣接科目」ということで、法の歴史だとか、

法の社会学や・法の哲学・法の心理に関するもの

が入る。さらに、「展開・先端科目」として、最先

端の分野を扱う法領域を扱う科目を学習できるよう

にしなければいけないとしている。

　さらに５条 ７ 項に「法科大学院は、前項各号の

すべてにわたって授業科目を開設するとともに、学

生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度

に偏ることのないよう配慮するものとする。」とある。

この過度にとは、司法試験の出題科目だけにという

ことである。

　法曹になるためには、法科大学院での教育を受

け標準年限は３年である。法学部で学んできた人

は、２年で修了もできる。３月に修了して、５月に

年１回の司法試験がある。この司法試験に合格し

なければ法曹界で仕事が出来ないのである。司法

試験の科目が、基本科目７法とその他に「展開・先

端科目」の中の労働法・知的財産法・環境法など

８法あり、その中の６ つを選んで受験しなければ

ならないことになっている。司法試験に必要な科目

とそうでない科目があるので、科目設定が、司法

試験に出題される学習に偏らないようにしなければ

いけないとされているのである。

（２） 育成する人材の目標を初めて掲げる立命館法

科大学院では、法曹像を「７６ 世紀地球市民法曹」

の養成という目標を掲げている。従来の法学系に

は、このようなものが無かったが、どういう人を育

成するという目標を抽象的にも定めて、それに向かっ

てカリキュラムを編成していくという風にしている。

目標は、法科大学院が、初めてかかげたのである。

立命では、「グローバルな時代に対応できるしかし、

きちんと足下も見据えた市民的感覚を備えた法曹

を育成します」としている。

　基本的な力の確実な習得と専門法曹を育てるプ

ログラムとして、６ 年次は講義科目で徹底して基礎

を学び、７ 年次は各法の運用能力を高めることをめ

ざす演習を実施し、２０人くらいのクラスサイズで

学ばせている。８ 年次には、研究者教員と実務家

教員が共同指導する公法・民事法・刑事法の実務

総合演習を通じて、実体法と手続法を統合した事

例問題に取り組み、「新司法試験」でも検討されて

いる法領域横断的・複合的問題への対応能力を高

めようとしている。

　医学部と違って、研究もして実務も担当するとい

うことが従来あまり無かったので、伝統的な法学部

出身の教員と、弁護士・裁判所・検察庁などから

派遣された実務家教員の両者で教育に当たってい

る。両者が協同で担当する「公法実務総合演習」「民

事法実務総合演習」「刑事法実務総合演習」とい

う演習科目もある。さらに「展開・先端科目」も３
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年次に設置している。実習系の科目もあり一般のイ

ンターンシップに相当する、弁護士さんの事務所等

に行って学ぶ「エクスターンシップ」がある。また、

弁護士が背後について指導するのではあるが、市

民からの法律相談に応えるという「リーガルクリニッ

ク」という科目も行っている。

　双方向・多方向授業を多く取り入れ、事例研究

に取り組むようにしている。立命館では、一般的な

民事の相談だけでなく、「女性と人権」という内容

に特化したクリニックにも取り組んでいる。これは

女性の方だけの相談で、離婚や DV などの内容が

多いようである。事前に研修を受けた学生が相談

にのるようにし、わからなければ後ろにいる弁護士

が応えたりしてそれを見ながら学生が学ぶという授

業である。

　「エクスターンシップ」と「リーガルクリニック」は

選択必修で、どちらか一つをとらなければならない

としているが、実務に就いたOB が、実際に役に立っ

ているとしているのが、この２つであると言ってくれ

ている。この教育は、主に実務家教員が活躍して

おり、従来の法学部と比べると画期的に実践的な

教育をしていると考えている。

（３） 難関の司法試験の強い影響

　一方、司法試験に合格しないと法曹にはなれな

いという現実がある。受験資格は、５年の内３回

である。１回に受かる確率が、２５パーセント程度

となっている。すべてのチャンスを使っても、全国

平均は４割～５割である。半分以上の学生が、司

法試験に合格しないというのが現状である。司法

試験のプレッシャーが法科大学院の教育に非常に

大きな影響を与えている。

　現在の司法試験では、正解を選ぶ方式や論文

式の試験であるが、口述式の面接を取り入れてい

ない。７科目の受験科目で、論文式試験としては８

科目から選んで１科目を答える。

そこでは、双方向科目・臨床系科目の試験はなさ

れていない。科目が多すぎる点と、実践的な能力

を試す試験が無いという点が問題である。試験の

実施方法は、１日の休みを挟んで、４日間缶詰で

ある。

　司法試験の受験資格は現在、法科大学院修了

したものと司法試験予備試験の２つのルートが存在

している。経済的な困難者に道をつけるとして、予

備試験に合格すると司法試験の受験資格が与えら

れるようになっている。予備試験の受験資格は制

限がないので、学部在学中の大学生でも受験でき

る。予備試験の科目は、本番の司法試験の科目と

変わりない。大学の卒業を前提としていないので、

教養科目も課されている。また、法科大学院修了

と同等の内容を課すために法科大学院が行ってい

る実務基礎科目に匹敵する科目が必要となる。民

事訴訟・刑事訴訟・法曹倫理が課されている。さ

らに口述試験もある。つまり司法試験と同じような

試験を２度受けているところがある。司法試験は、

8５５５ 人程度が受験し、７６５７ 人（昨年）合格した。

合格率は、７5３５6 パーセントである。予備試験か

らの合格率は、予備試験合格からの割合だけを見

れば 7 割近いが、予備試験受験段階からの合格

率を見れば ５３89 パーセントにすぎない。にもかか

わらず、前者の数字だけを見て、法科大学院教育

を批判する向きが、一部には存在する。

　司法試験のプレッシャーが、法科大学院教育に

何をもたらしているのかということであるが、司法

試験のプレシャーはかなり大きいと言えよう。学生

に芽生えている傾向は、第１にどう考えればいいの

かと問われる問題に対して、どう書いたら良いか解

答例を教えて欲しいといういう学生が増えていると

感じられる。法曹の問題をどうとらえたらよいのか

という、理解が先であるべきであるが、ともかくど

う書くかを急いでしまいがちである。考えるより解答

例を覚えることを優先させる傾向になってきている。

法科大学院の学生は、実務家教員の言葉の方があ

りがたいと思っている。

　第 ７ に、選択科目の軽視が発生している。司法

試験の科目だけを勉強する傾向や「リーガルクリニッ

ク」など、専門職についた学生には好評の科目が、

途上の学生にはその意味がわからず人気がない傾

向にあることである。２週間の実地教育も負担だと

思う学生が多い実情である。臨床系科目は、「職業

イメージ」がようやく具体化したなど、モチベーション
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の向上に役立っている場合があるが、受け入れ先

の先生から苦情をもらう場合や、コーディネータの

先生が板挟みになってしまう場合が発生している。

この種の授業が科目廃止まで至った大学もある。

現在、臨床系科目からの撤退・縮小の傾向が見ら

れるのである。

　さらに立命館大学では、「エクステンションセン

ター」で、５．６人単位の司法試験対策の弁護士ゼ

ミも行っている。また、自主ゼミにも対応している。

一方、これらのところへ来ない学生さんへの対応が

出来ていない悩みもある。

　「実践力」養成に弊害が出ているので次の２点

の対応が考えられる。一つ目は、司法試験という

資格試験を廃止して、法科大学院の修了と一定の

実務を経れば誰でも法曹資格を獲得できるように

する。一つの極端な考え方で、あまり承認されな

いかもしれないがこれも考え方である。二つ目は、

司法試験そのものを改革すべきとする考え方であ

る。松宮氏は、英語力を生かす選択科目を増やし

ていくことも良いのではないか。すべてに得意でな

く、特定分野に得意な場合もあってよいのではない

かと考えていると提言する。また、臨床の科目を設

定して、それで得点できるようにすることも考えられ

るのではないかと思っているとしている。

（４） 参加者との質疑

質問 ６：細かいところをいろいろお伺いしたいが、

大きなところでひとつお尋ねしたい。従来の大学院

と法科大学院の良いところと悪いところはどこか？

回答 ６：法科大学院が法学部教育にもたらした悪い

側面としては、ですが、従来の法学部から指導者

を移動させたので、学部のカリキュラムを減らしたと

ころがあるという点がある。良い側面としては、で

すが、これまでの法学教育は、専攻する教員の専

門分野のみを細かく講義していた傾向もあったが、

教育と研究を相対的に分離して、その科目全体を

講義するようになってきたところである。

４ 教師教育の「実践力」育成の課題

　第４の報告者は、上原菜穂子氏で、京都市教育

委員会の開催している「京都教師塾」の活動を紹

介ねがった。

（１） 「京都教師塾」とは？

　上原氏は、教員養成支援室に所属しておられる。

教員養成支援室は、平成１８年４月に養成を専門　

にする部署が登場する。その９月に「京都教師塾」

の第１期を開講させている。採用試験は、この春

も３８０人採用しているおりその必要性からもきて

いる。市長の要望で設立、ボランティアサポート事

業や教育実習などの仕事もしている。

　教育現場は、ベテランの指導者も初任者も、保

護者のニーズにしっかりと対応していけることが求め

られる。命と心とをあずかる仕事であるので、現場

に立ったときある程度力がないと困る。基本的な力

がないと教育現場で何日も持たないことが考えられ

る。「京都教師塾」は、下支えをすることが役割で

あり目的でもある。また、教員に向いていないと

思えたらそのことを掴む場でもあり、見極めの材料

を提供する場でもあるのである。

　パンフレットにもあるように、「京都教師塾とは，

「教師になろう」という高い志と情熱・行動力に溢

れる塾生が，大学で身につけた専門知識を基盤と

して，京都市の教員の熱意あふれる取り組みや理

念，市民ぐるみの教育実践に直接触れ，教員とし

て求められる資質や実践的指導力に磨きをかける

場です。」としていて、「大学との連携」という意識

を大切にしている。また、資質・実践的指導力とい

う部分も重視している。現在、第７期が１０月から

始まって６月までなのであるが、多種の大学から参

加してもらっており、北海道の出身の方から鹿児島

などまで幅広い出身が受講してくれている。３００

人募集のところ３５０人を少し超える応募者の実態

で、最終３３０人が入塾している。受講料は、１万

円プラス保険料である。

　京都市の教育理念として、子どもたちひとり一人

を徹底的に大切にしようとしており、現場でディス

カッションすることも多い。ひとり一人を徹底的に

大切にするのは実際どういうことなのかを様々な

教師塾の柱の授業で問うている。他府県も教師

養成塾に取り組んでいるところが多くなってきてい

るが、保護者との対応の仕方、子どもがこういうあ

らわれがあった時どうするのかといったことを「ロール
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プレイ」のようなやり方でしている塾もあるが、教

育に対する塾生なりの理念・哲学を持って行ける

ようなことを目指した塾であると考えている。

（２） ４つの柱と塾生同士のディスカッションの場

の確保

　４つの柱がある。「京都市教育学講座（全１０回

の講座）」「授業実践講座」「京都市立学校実地研

修（１０日間）」「フィールドワーク」の４つである。

　「京都市教育学講座」の講師は、校長や中堅や

若手教員など学校の教員、保護者、指導主事がに

なっている。特徴としては、全体での講義やパネル

ディスカッションをするだけでなく、塾生同士の分

散会でのディスカッションを大切にしている。１０

の分散会に分かれて実施している。その分散会で

さらに４～５人の少人数グループを組んで、意味を

深くとらえる話をするようにしている。普段は、採用

１年目の指導をしている拠点校指導員が合計６５ 人

来てくれて対応している。グループアドバイザーと呼

んでいる。この授業は、主に土曜日に実施していて、

拠点校指導員は、普段は採用１年目の教諭の指導

をし、月に２度程度この講座を担当している。

　全体の場でも、挙手が上がる。グループ討議で

は、キーワードを書き上げるなどして付箋などを使っ

て深めていく。塾生は、捉えを深めるのである。ピ

ンクは学んだこと、黄色は教師になってやってみた

いこと、ブルーは不安に思うことにわけて分析して

いる。最終段階でグループアドバイザーが言うべき

ことを判断してまとめを述べている。最後に A９１

枚のレポートを書くのであるが、退職校長が２週間

でコメントを書いている。

　「授業実践講座」は、４月・５月にある。指導案

を作成し、７分間の模擬授業をしている。教科領

域の指導主事が指導している。校種・職種に十分

対応できるようにしようとしていて、子ども役の受講

生へも指導をする。指導案が締め切りに出せない

場合、教壇には立てないとしている。

　「京都市立学校実地研修」は、実際の学校に

１０日間入り込んで研修をするということである。教

育実習は授業が中心になるが、教師の仕事はその

他にも沢山あるので、教師の１日を体験するという

ことでやっている。８５５ 人の塾生に対して、８ 倍く

らいの人数分の学校がある。出してくれた学校は、

少なくとも１人は派遣しようとしている。

　「フィールドワーク」では、研究発表の参加や教

育施設の見学などのフォールドワークを４会場以上

は行こうというようになっている。

　塾生は３回生が一番多く、大学生が 9８ パーセン

ト、社会人が 7 パーセントいる。８ 回生は、大学

生の 65 パーセントくらいで、６５ 月に入塾して、９ 

回生の 6 月に卒塾し採用試験に挑戦する流れの方

が多い。

　提携大学が、６５５ 大学となり連携して指導して

いきたいと考えている。実地研修の後で続けて学

校ボランティアをしてくれる例もある。塾生は、京

都市の採用試験を受ける人だけではなく、郷里で

受験する人もいる。採用試験の結果としては、京都

市全体では一般的には６8３７ パーセントの合格率で

あるが、塾生の合格率は、８６３5 パーセントであった。

現役の大学生・大学院生に絞ると、８6 パーセント

で、一般の合格率をみると６5３9 パーセントであっ

た。現役の大学の間にどのようなことを考えるのか

が大切なのではないだろうかと思っている。成果を

求めるだけでなく、自分自身の成長こそが大切だと

考える。

（３） 問いかける教師を育てたい。

　「教育実践力」であるが、基本的な考え方として、

教師は学校現場で育つと考えている。現場で育つ

ために養成塾で何が出来るのかと常に問うている。

塾生が、「なぜだろう」という問いかけの繰り返しか

ら、「こういうことが大切ではないか」「こういうこと

をしなければならない」など、ひとり一人の理念や

哲学を持って行けるようになって欲しいと考えてい

る。そういうものが、「実践力」の大切なところである。

（４） 参加者との質疑

質問１：大学の正課の授業で、このようなこともや

られているのではないかと思うが、お互いの位置づ

けなどを教えていただきたい。

回答１：どちらがやるということもあるかもしれない

けれども、どちらもやるという部分もあっても良い

のではないか。例えば大学の授業でインターンシップ
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に入っている場合、実施研修免除の対応もしている。

プラスアルファー一層行っているというところがある

と思う。

Ⅴ 感謝の言葉

　４分野を架橋する本フォーラムですが、社会の

期待に応える人材育成という大きな課題が、切実

な使命として存在していると感じます。ご参加いた

だいた皆様に、心より感謝申しあげます。また、

ご登壇いただいた４分野のエキスパートの報告者

の方々には、ご多忙のところ高等教育の「実践力」

育成に貴重な示唆と提案を戴きました。フォーラ

ムの概要をお伝えするのが本稿の目的ですが、な

にせ力不足のコーディネータがまとめたものであり、

理解不足や不十分な表現になっているところが

多 あ々るかと存じます。この場をかりてお詫び申し

あげます。せめて真摯で熱気に満ちた会場の雰囲

気を少しばかりでもお伝えできればと念じます。最

後になりましたが、計画や会場準備等ご準備ただ

いた京都コンソーシアムのスタッフの方々に心より

御礼申しあげます。
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高等教育で本当に「実践力」はつくのか？医学教育における「実践力」の教育

京都府立医科大学 総合医療・医学教育学 教授　　　山脇　正永
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「京都教師塾」で育てたい　教師の実践的力量

京都市教育委員会 京都市総合教育センター 教員養成支援室 指導主事　　　上原　菜穂子
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法科大学院における「実践力」の養成

立命館大学法科大学院 法務研究科 研究科長　　　松宮　孝明
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英語運用力を培う大学英語教育

京都大学 国際交流推進機構 国際交流センター 准教授　　　青谷　正妥
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